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第２９回金山町農業委員会総会議事録 

 

1. 開催日時 令和５年１２月２５日（木） 午前９時~ 

2. 開催場所 第２庁舎第会議室 

3. 出席委員 片桐久志委員・髙橋達之委員欠席 他 9名出席 

4. 議  事 

・議案第９８号 農地法第３条の規定による賃借権設定許可申請 

・議案第９９号 金山町農地利用集積等促進計画（令和７年度第１３号）の決定について 

 

皆さんおはようございます。定刻より少し早いですが始めたいと思います。 

それでは開会の挨拶を柴田会長代理よりお願いいたします 

 

 はい、皆さんおはようございます。天気のほうも雪が降りそうで降らない状態で

12月も過ぎ、1月、2月、3月そしてまた春になりますが、このままですとまた来年

の夏にまた水枯れまたは大水となる可能性があるかもしれません。色々心配もござい

ますが皆さん今年は大変お疲れさまでした。来年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは第 29回農業委員会総会を開会します。 

 

 ありがとうございました。続きまして、青柳会長よりご挨拶を頂戴いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 おはようございます。皆様お疲れ様です。今年も後残り 1週間となりました。様々

な事がありましたが、町民から今年の漢字一文字という事で「熊」という文字が出ま

した。昨日の県知事からは「高」という文字が出てきました。私も今年の一文字を表

すとしたら「高」が合っているのかなと思っております。米の高騰と、猛暑の影響で

も今年は大変苦労しました。 

来年度予算も決まってきましたが、全体的に農業関係も増額になっております。そ

の中で酒米の扱いが変わるという事で、生産の目安の中で酒米が位置づけられるとい

う事であります。来年は色々と状況が変わってくると思いますが、情報を取り入れて

農家の皆さんに伝えていただければと思います。 

今年 1年間本当にありがとうございました。来年も良い年になりますように、よろ

しくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

 本日は片桐委員・髙橋委員より欠席の報告をいただいております。会議規則第 6条

の規定により総会は過半数の出席で成立いたします。本日は 8名中 6名の出席ですの

で総会が成立することを報告いたします。 

 続きまして、前回の農業委員会総会以降の活動報告及び、今後の予定について報告

いたします。 
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（資料読み上げ報告） 

 

 報告につきましては以上になります。 

それでは、会議規則第 5条の規定により議長を会長にお願いし、併せて議事録署名

委員の選任をよろしくお願いいたします。 

 

 はい、それでは議事録署名委員の選任を行います。2 番長倉委員、7 番柴田委員に

お願いいたします。 

 早速、議事に入ります。 

 議案第 98号 農地法第 3条の規定による賃借権設定許可申請について事務局の説

明をお願いいたします。 

 

 はい、それでは議案第 98号の説明をさせていただきます。 

 

（資料読み上げ説明） 

 

 議案第 98号は以上でございます。 

 受付番号１番から 15 番まで農地法第３条第２項各号には該当しない為、許可要件

を満たすと考えられますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 はい、それでは 1番の案件について担当委員からの補足説明をお願いいたします。

長倉委員お願いいたします。 

 

 はい、2番長倉です。事務局からあった通り中間管理機構で期限切れになった農地

を 3条に切り替えるという事のようです。転作地として借りる予定で特に問題はない

かと思われます。以上です。 

 

 はい、それでは皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 1番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

次に 2番の案件について横山委員から補足説明をお願いいたします。 

 

 はい、3 番横山です。この方も中間管理でしたが、3 条に変更するという事で今ま
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議長 

で通りですので問題ないと思われます。以上です。 

 

 はい、それでは皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 2番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

続いて 3番の案件について長倉委員より説明をお願いいたします。 

 

はい、2番長倉です。こちらも中間管理機構から 3条に切り替えるという案件で、

今までも○○さんが作付しておりますので特に問題はないかと思います。以上です。 

 

はい、それでは皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 3番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

続いて 4番の案件について長倉委員より説明をお願いいたします 

 

 はい、2番長倉です。先ほど事務局からあった通り◎◎さんは田に戻して耕作する

予定のようです。◎◎さんは山崎にも多くの農地を耕作しているので、特に問題はな

いかと思います。以上です。 

 

 はい、それでは 4番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

 ●●さんの農地は殆ど△△さんが作付けしているのですか。 

 

 そうです。 

 

わかりました。 
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皆様からないようであれば 4番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

続いて 5番の案件について長倉委員より補足説明をお願いいたします。 

 

 はい、2番長倉です。事務局からあった通り、□□さんがニラ縮小の意向がありま

して、その部分を作付してもらいたいという事でした。■■さんは復田をして田をす

る予定となっております。続きの田についても■■さんが作付けをしているので特に

問題はないかと思います。以上です。 

 

はい、それでは 5番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 5番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

続いて 6番の案件について長倉委員より補足説明をお願いいたします。 

 

はい、2番長倉です。事務局から説明があった通り、◇◇さんとの契約を解約し、

■■さんが借りることになったようです。同地区での契約であり近くで■■さんも作

付けをしているので特に問題はないかと思います。以上です。 

 

はい、それでは 6番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 6番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

 続いて 7番の案件について横山委員より補足説明をお願いいたします。 

 

 はい、3番横山です。菅越の◆◆さんの農地は前を通るとぬかるんでいて大変だな

と思いながら見ておりました。でも今回そのぬかるむ所を除いて△△さんが作付けを
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するということです。近隣の農地も△△さんが作付けをしているという事なので問題

ないのではと思います。 

 

はい、それでは 7番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 ぬかるむ場所は畑にするのですか。 

 

 今回お金が発生している部分は田をしまして、ぬかるむ部分は転作地として活用す

るようです。圃場条件が良くないので自己保全になる可能性もあります。 

 

はい、わかりました。 

他にございませんか。 

 

(なしの声) 

 

ないようであれば 7番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

 続いて 8の案件について横山委員より補足説明をお願いいたします。 

 

 はい、3番横山です。今までは▲▲さんが作付しておりましたが、今回解約という

事で近隣を作付けしております△△さんにお願いする形のようでした。問題ないと思

います。以上です。 

 

 はい、それでは 8番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 8番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

 続いて 9番の案件について横山委員より補足説明をお願いいたします。 

 

 はい、3番横山です。今年は作付けが出来ていなかったようですが、今回は▽▽さんが

作付けをするという事で良かったなと思っております。▽▽さんとお話を聞きましたが、

今年自身が作付けしているところも水がなくて大変だったようです。ですが農地を拡大
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して前向きにやる意向のようです。以上です。 

 

はい、それでは 9番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 はい。 

 

 柴田委員 

 

 はい、7番柴田です。▽▽さんの農機具の所有状況はどうですか。 

 

 はい、農機具につきましては、田植え機 2台、トラクター、コンバイン、乾燥機 2

台それぞれ自分で所有しておりまして、更新考えているようで問題なく動いている状

況です。軽トラックも 3台ございます。 

 

 分かりました。 

 

 他にございますか 

 

(なしの声) 

 

労力 1人で 9町歩程の面積をやるのは大変だと思いますが、時々手伝ってくれる方

もいるようですし、やっていただける事はありがたいと思います。 

9番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

 続いて 10番の案件について長倉委員より補足説明をお願いいたします。 

 

 はい、2番長倉です。▼▼さんが面積縮小の意向がありまして、開田部分を手放し

たい旨を●●さんに相談したところ、合意に至りました。周りも●●さんが耕作して

いるので特に問題はないかと思います。以上です。 

 

はい、それでは 10番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 10番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

 続いて 11、12番の関連があります案件について柴田委員より補足説明をお願いい

たします。 

 

 はい、7番柴田です。11番は下向地区の農地ですが、以前より周りの農地も○○さ

んが耕作しておりますので、特に問題はないかと思います。12 番関して実際は畑と

なっております。よろしくお願いします。 

 

はい、それでは 11、12番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 11、12番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

続いて 13、14番の関連があります案件について柴田委員より補足説明をお願いい

たします。 

 

 はい、7番柴田です。◎◎さんの田んぼを事務局から紹介いただき今回○○さんが

作付けすることになりました。■■さんの田んぼも○○さんと親戚関係という事で今

回契約に至りました。農地の状況的には大変なこともあると思いますが、○○さんも

新規就農者でありますしやる気があるようですので問題ないかと思われます。よろし

くお願いします。 

 

 

はい、それでは 13，14番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

○○さんも新規就農者として頑張っておられます。 

ないようであれば 13，14番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

続いて 15 番の関連があります案件について長倉委員より補足説明をお願いいたし

ます。 
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 はい、2番長倉です。事務局からあった通り△△さんの農地を▲▲さんが転作地と

して借りる予定です。去年は誰も耕作していない場所だったようですが、近隣に▲▲

さんの田んぼもあるようなので周りへの影響も特に問題はないかと思います。以上で

す。 

 

はい、それでは 15番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 15番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

 続きまして、議案第 99号金山町農地利用集積等促進計画(令和 7年度第 13号)の決

定について事務局の説明をお願いいたします。 

 

 はい、8頁をご覧ください。議案第 99号です。 

 

 （資料読み上げ説明） 

 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 はい、こちらはあっせん調整会議が入っておりますので補足説明を柴田委員からお

願いいたします。 

 

 はい、7番柴田です。以前からずっと□□さんが耕作しておりましたので問題ない

かと思われます。今年の夏辺りにも売買の話を本人方聞いておりました。よろしくお

願いします。 

 

はい、それでは 1番の案件について皆様からご質問ご意見ございませんか。 

 

 (なしの声) 

 

ないようであれば 1番の案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成により可決いたしました。 

次に報告について事務局よりお願いします。 
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はい、合意解約について報告です。 

 

（資料読み上げ報告） 

 

以上になります。 

 

ありがとうございました。 

 

これを持ちまして第 29 回金山町農業委員会総会を終わります。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

議     長  青柳 栄一 

  

 議事録署名委員  長倉 直人 

 

 議事録署名委員  柴田 清広 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


